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従
来
か
ら
、
傷
病
野
生
鳥
獣
の
救
護
を
、

ネ
オ
パ
ー
ク
オ
キ
ナ
ワ
、
沖
縄
こ
ど
も
未

来
ゾ
ー
ン
（
旧
沖
縄
こ
ど
も
の
国
）、
野

鳥
の
会
な
ど
県
内
六
カ
所
の
救
護
施
設
に

委
託
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

救
護
施
設
が
少
な
い
、
発
見
者
の
長
距
離

搬
送
の
負
担
、
救
護
施
設
に
お
け
る
収
容

数
の
増
大
等
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
広
く
県
民
に
参
加
し
て
い

た
だ
き
、
長
期
飼
養
が
必
要
な
傷
病
野
生

鳥
獣
を
飼
育
し
て
も
ら
う
保
護
飼
養
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
制
度
や
野
生
動
物
ド
ク
タ
ー
制

度
を
取
り
入
れ
た
「
傷
病
野
生
鳥
獣
救
護

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
再
構
築
し
ま
し
た
。

●
救
護
の
対
象
と
す
る
傷
病
野
生
鳥
獣

県
内
に
生
息
す
る
在
来
の
鳥
獣
及
び
渡

り
鳥
で
、
傷
病
等
に
よ
り
自
力
で
生
息
で

き
な
い
状
態
で
発
見
さ
れ
た
も
の
を
救
護

の
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
原
則

と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
ま
す
。

釣
り
針
を
飲
み
込
ん
だ

鳥
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真

救護されたアオバズク

①
所
有
者
の
あ
る
鳥
獣

②
の
ら
犬
、
の
ら
猫

③
海
棲
哺
乳
類
、
ネ
ズ
ミ
（
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
、

ク
マ
ネ
ズ
ミ
、
ハ
ツ
カ
ネ
ズ
ミ
、
ジ
ャ
コ

ウ
ネ
ズ
ミ
）

④
外
来
鳥
獣：

ド
バ
ト
、
イ
ン
コ
類
、
タ

イ
ワ
ン
シ
ロ
ガ
シ
ラ
な
ど

外
来
鳥
獣
が
対
象
か
ら
は
ず
れ
て
い
る

の
は
、
在
来
種
の
捕
食
、
在
来
種
と
の
競

合
・
駆
逐
な
ど
生
物
多
様
性
へ
の
影
響
、

農
作
物
等
へ
の
被
害
、
人
へ
の
健
康
被
害

等
の
問
題
が
あ
る
た
め
で
す
。

●
保
護
飼
養
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

野
生
鳥
獣
は
原
則
と
し
て
、
捕
獲
す
る

こ
と
も
飼
育
す
る
こ
と
（
愛
玩
目
的
で
は
、

メ
ジ
ロ
の
み
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
各

世
帯
一
羽
の
み
可
能
）
も
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

し
か
し
、
傷
病
鳥
獣
の
中
に
は
、
け
が

な
ど
に
よ
り
、
野
生
復
帰
ま
で
に
長
期
の

リ
ハ
ビ
リ
が
必
要
な
鳥
獣
が
多
く
い
ま

す
。そ

の
た
め
、
県
で
は
、
野
生
の
鳥
獣
を

大
切
に
し
よ
う
と
い
う
意
識
を
高
め
る
と

と
も
に
、
傷
病
野
生
鳥
獣
を
野
生
復
帰
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
飼
育
を
行
う

「
保
護
飼
養
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
を
募
集
し

ま
す
。

保
護
飼
養
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
申
し
込
み
は
、

傷
病
野
生
鳥
獣
保
護
飼
養
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
申

込
書
を
提
出
し
、
次
の
基
準
を
満
た
す
者
と

し
て
知
事
が
認
め
た
方
（
個
人
、
企
業
、
学

校
な
ど
）
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

①
傷
病
野
生
鳥
獣
が
回
復
し
野
生
復
帰
で

き
る
ま
で
、
責
任
を
も
っ
て
保
護
飼
養
で

き
る
意
志
お
よ
び
能
力
が
あ
る
こ
と
。

②
十
分
な
収
容
施
設
・
設
備
が
あ
る
こ
と
。

③
近
隣
住
民
等
と
ト
ラ
ブ
ル
等
を
生
じ
る

お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

④
当
該
鳥
獣
を
、
第
三
者
に
譲
り
渡
さ
な

野鳥たちにとって繁殖シーズンの真っ最中
である五月から八月中は、まだ飛ぶ力が十分
ついていない「巣立ちヒナ」が、地面にいる
のを見かけることが多くなる季節です。見か
けるとついかわいそうという気持ちからヒナ
を拾ってしまいがちですが、落ちているヒナ
の大半は拾う必要のない元気なヒナであり、
近くで親鳥が見守っており戻ってきて必ず世
話をします。人が側にいると親鳥はヒナに近
寄れませんので、ヒナをそのままにしてすぐ
その場を離れましょう。
もし善意でヒナを保護し飼育しようとし
ても、ヒナの飼育は難しくほとんど育たな
いのが現状です。運良く成鳥まで飼育でき
ても、えさの取り方など生きていく術を親
鳥にかわって教えることはできないため、
自然界に放すことは難しいでしょう。また
野鳥を捕まえることや飼うことは特別な場
合を除き、法律（鳥獣の保護及び狩猟の適
正化に関する法律）で禁止されています。

県
内
に
は
、
多
く
の
野
生
の
動
物
が
生
息
し
て
い
ま
す
。
中
に
は
、

ケ
ガ
や
病
気
で
弱
っ
て
し
ま
う
も
の
を
見
か
け
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
野
性
の
世
界
で
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
、
本
当
な
ら
、
そ
の
ま
ま

に
し
て
お
く
の
が
自
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
の
原
因
が
交

通
事
故
、
窓
ガ
ラ
ス
な
ど
へ
の
衝
突
、
猫
な
ど
に
襲
わ
れ
る
な
ど
、

我
々
人
間
側
に
責
任
が
あ
る
場
合
も
多
く
、
ま
た
「
傷
つ
い
た
野
生

鳥
獣
を
助
け
て
あ
げ
た
い
」
と
の
要
望
が
多
く
の
方
か
ら
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
県
で
は
、
野
生
の
鳥
獣
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
意

識
を
高
め
る
と
と
も
に
、
希
少
種
を
は
じ
め
と
す
る
野
生
鳥
獣
の
保

護
を
目
的
と
し
て
、傷
病
野
生
鳥
獣
救
護
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

い
こ
と
。

⑤
満
二
十
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑥
保
護
飼
養
中
の
必
要
経
費
を
自
己
負
担

で
き
る
こ
と
。

●
野
生
動
物
救
護
獣
医
師
（
野
生
動
物
ド

ク
タ
ー
）

身
近
な
動
物
病
院
で
初
期
治
療
を
行
う

こ
と
は
、
傷
病
野
生
鳥
獣
の
救
命
率
・
野

生
復
帰
率
の
向
上
、
傷
病
野
生
鳥
獣
を
発

見
し
た
県
民
の
搬
送
の
負
担
の
軽
減
、
救

護
施
設
の
負
担
の
軽
減
等
に
つ
な
が
り
ま

す
。そ

の
た
め
、
昨
年
十
二
月
か
ら
（
社
）

沖
縄
県
獣
医
師
会
の
協
力
を
得
て
、
け
が

を
し
た
野
生
鳥
獣
を
無
料
で
治
療
し
て
も

ら
え
る
野
生
動
物
ド
ク
タ
ー
を
知
事
が
認

定
し
て
お
り
、
現
在
、
沖
縄
島
、
石
垣
島

で
計
二
十
名
の
獣
医
師
が
参
加
し
て
い
ま

す
。

●お問い合わせ　県自然保護課　TEL.（098）866-2243 FAX.（098）866-2240

※ヒナを拾わないで！※




